
 

６葛総総第667号 

 

裁 決 書 

 

 

審査請求人 Ｘ     

 

処 分 庁 葛飾区長 

 

 審査請求人が令和５年11月５日付けで提起した処分庁による保有個人情報開示決定処分

に係る審査請求について、次のとおり裁決する。 

 

主  文 

 

 本件審査請求を却下する。 

                    

事案の概要 

 

１ 審査請求人は、令和５年10月12日付けで、個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号。以下「個人情報保護法」という。）第77条第１項の規定に基づき、処分庁に

対し、下記の保有個人情報を対象とする保有個人情報開示請求（以下「本件保有個人情

報開示請求」という。）を行った。 

記 

  「葛飾区福祉事務所が保有する請求人世帯の開示日までのケース会議記録（類似の名

称によるもの及び何らかの合議体より検討された際の記録を含む）」 

２ 処分庁は令和５年10月25日、本件保有個人情報開示請求に対し、個人情報保護法第82

条第１項の規定により、一部の情報を不開示とする保有個人情報開示決定（以下「本件

処分」という。）をし、保有個人情報開示決定通知書（同日付け５葛福東第361号）に



より審査請求人に通知した。 

３ 審査請求人は、この決定を不服とし、令和５年11月５日、不開示とした部分を取り消

すことを求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）を提起した。 

４ 処分庁は、令和６年６月26日、本件処分の取消し（同日付け６葛福東第197号）をし、

改めて保有個人情報開示決定をし、保有個人情報開示決定通知書（同日付け６葛福東第

198号）により審査請求人に通知した。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人の主張の要旨 

 ⑴ 理由付記の不備 

   理由付記の趣旨は、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制すると

ともに、処分の理由を処分の相手方に知らせることで不服申立ての便宜を図り、処

分の対手方において十分な不服理由を主張することができるようにすることにある

（最高裁判所第三小法廷昭和47年12月５日判決・民集26巻10号1795頁）。 

   本件処分においては、処分理由は個人情報保護法第78条１項７号に該当するとしか

書かれていない。 

   不開示部分を争う場合、何について主張すべきか審査請求人には不明であり、本審

査請求において十分な不服理由を主張することができない。 

   また、部分開示とした本件処分の判断に際して、処分行政庁がどのような根拠に基

づいたのか、考慮すべき要素を十分に考慮したものであるか否か等が全く不明であ

り、処分行政庁が根拠も合理性もない恣意的な判断をした疑いが残る。 

   したがって、本件処分には、理由不備の違法がある。 

⑵ 個人情報保護法第78条第１項第７号該当性 

   本件不開示部分は、個人情報保護法第78条第１項第７号に該当しない。したがって、

本件処分は、違法である。 

２ 処分庁の主張の要旨 

  審査請求の対象となる処分は、処分庁の職権により既に取り消されており、審査請求

の対象となる処分は既に処分が存在しない。したがって、本件審査請求は不適法な審査



請求として却下されるべきである。 

 

理  由 

 

１ 判断 

審査請求を適法になしうるためには、当該審査請求をした者の請求が認容された場合

に当該審査請求をした者の権利利益が客観的にみて回復可能でなければならない。すな

わち、当該審査請求をする法律上の利益が必要である（最高裁昭和53年３月14日第三小

法廷判決参照）。 

処分庁は、令和６年６月26日付け６葛福東第197号により本件処分を取り消し、同日

改めて保有個人情報開示決処分（同日付け６葛福東第198号）を行っている。 

そのため、審査請求の対象となる処分を欠くこととなり、これを維持する法律上の利

益はない。 

 

２ 結論 

  以上の理由により、本件審査請求は、不適法なものであることから、行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第45条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

 

令和６年９月10日 

審査庁 葛飾区長 青 木 克 德 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、葛飾区を被告として（訴訟において葛飾区を代表する者は葛飾区長となりま

す。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この裁決の取消しの

訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の

取消しを求めることはできません。 

２ 上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由が

あるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

あっても裁決の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

  


